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１歴
史
学
の
新
た
な
潮
流
の
一
つ
に
、
東
ア
ジ
ア
の
「
近
世
化
」
を
め

ぐ
る
論
争
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
朝
鮮
史
研
究
者
・
宮
嶋
博
史
が
戦
後
歴
史
学
の
あ
り
方
、

殊
に
日
本
史
研
究
者
を
批
判
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。そ
の
要
点
は
、

次
の
二
点
で
あ
る
。

①
戦
後
、日
本
史
研
究
者
は
一
貫
し
て「
脱
亜
」的
な
視
座
に
よ
り
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
念
頭
に
歴
史
を
描
い
て
き
た
。

②
東
ア
ジ
ア
の
「
近
世
化
」
と
は
、
朱
子
学
と
科
挙
官
僚
制
に
よ
っ
て

小
農
に
適
合
し
た
社
会
体
制
を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で

中
国
・
朝
鮮
は
共
通
性
を
も
つ
が
、
日
本
は
武
家
政
権
に
よ
る
封
建

主
従
制
で
、
朱
子
学
は
適
合
せ
ず
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
独
り
異
質

な
国
家
で
あ
る
。

東
ア
ジ
ア
「
近
世
化
」
論
の
新
た
な
る
段
階
へ
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近
世
日
本
も
、
日
本
史
研
究
者
も
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
対
し
て
鎖
さ

れ
、「
脱
亜
」
的
で
、
異
質
で
あ
っ
た
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

こ
の
宮
嶋
の
批
判
に
応
じ
た
日
本
史
研
究
者
は
深
谷
克
己
で
あ
る
。

深
谷
は
東
ア
ジ
ア
に
は
儒
教
的
民
本
主
義
を
「
共
通
分
母
」
と
す
る
政

治
文
化
が
存
在
し
た
と
反
撃
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
論
争
は
日
本
史
・

朝
鮮
史
の
み
な
ら
ず
中
国
史
研
究
者
を
巻
き
込
み
、
大
き
な
潮
流
と

な
っ
て
今
日
に
至
る
（
拙
稿
「
日
本
は
ど
こ
ま
で
ア
ジ
ア
か
」『
ア
ス
テ
イ

オ
ン
』
八
四
、
二
〇
一
六
年
参
照
）。

異
質
か
共
通
か
。
そ
れ
は
比
較
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
い
か
よ
う
に
も

い
え
る
が
、
異
質
論
へ
の
疑
念
を
一
つ
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
、
科
挙

官
僚
制
と
朱
子
学
の
親
和
性
を
、
あ
ま
り
に
理
想
的
に
描
き
す
ぎ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
た
と
え
ば
渡
辺
浩
『
近
世
日

本
社
会
と
宋
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）。

山
本
英
史
著

赴
任
す
る
知
県

清
代
の
地
方
行
政
官
と
そ
の
人
間
環
境
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統
治
の
実
態
解
明
か
ら
比
較
を
始
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
、
ご

く
平
凡
な
結
論
に
落
ち
着
く
わ
け
だ
が
、
言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
。

近
世
日
本
は
と
も
か
く
、
中
国
・
朝
鮮
の
実
態
解
明
は
評
者
の
能
力
を

は
る
か
に
超
え
、
如
何
と
も
し
が
た
い
…
…
。

本
書
の
書
評
依
頼
を
引
き
受
け
た
の
は
、
こ
ん
な
雑
念
を
浮
か
べ
て

い
た
と
き
で
あ
る
。

2ま
ず
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
「
赴
任
す
る
知
県
」
に
強
く
惹
か
れ
た
。

日
本
異
質
論
は
、
科
挙
官
僚
制
対
封
建
主
従
制
と
い
う
国
家
・
社
会
体

制
の
比
較
か
ら
出
発
す
る
空
中
戦
で
、
抽
象
的
か
つ
静
態
的
な
も
の
で

あ
る
。
異
な
る
体
制
を
不
動
の
前
提
と
す
る
比
較
論
の
結
末
は
、
じ
つ

は
初
め
か
ら
み
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
赴
任
す
る
知
県
」
に

は
統
治
現
場
に
即
し
て

0

0

0

0

0

0

動
態
的
に
描
こ
う
と
す
る
意
図
が
感
じ
ら
れ
る

（
傍
点
は
評
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
）。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
「
清
代
の
地
方

行
政
官
と
そ
の
人
間
環
境
」。
知
県
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
「
人

間
環
境
」
を
築
い
た
の
か
？　

わ
く
わ
く
し
て
く
る
で
は
な
い
か
。

本
書
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
な
の
か
？

目
次
の
扉
頁
に
画
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
清
末
に
上
海
で
発
刊
さ
れ
た

画
入
り
新
聞
『
点
石
斎
画
報
』
か
ら
の
一
枚
で
あ
る
。
街
頭
を
横
切
る

行
列
が
描
か
れ
て
い
る
。
金
鼓
を
た
た
き
、
鳴
り
物
い
り
で
進
む
。
金

鼓
の
後
ろ
に
は
「
視
民
如
子
」
と
い
う
立
て
札
を
担
い
だ
人
、
画
面
の

中
央
部
に
は
輿
が
描
か
れ
、
そ
こ
に
は
、「
民
之
父
母
」
と
い
う
匾
額

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

民
を
視
る
こ
と
子
の
如
く
、
民
の
父
母
た
れ
。
こ
れ
は
儒
学
に
よ
っ

て
民
衆
を
統
治
す
る
徳
政
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
を
前
面
に
押

し
出
し
た
行
列
な
の
だ
。
一
見
、
儒
学
に
よ
る
徳
政
が
民
衆
に
浸
透
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
画
に
付
さ
れ
た
文
に
は
、「
凡
該
処
紳
商
皆
勒
令

0

0

致
送

牌
匾
、
頌
揚
徳
政
、
雖
間
有
不
肖
劣
紳
諂
媚
迎
合

0

0

0

0

…
…
近
世
州
県
毎
当

離
任
之
時
、
無
不
有
人
恭
頌
徳
政
、
其
果
有
政
蹟
可
紀
者
有
幾
人
哉
」

と
あ
る
。
著
者
は
、「
地
方
官
僚
に
こ
び
て

0

0

0

匾
額
を
贈
っ
て
徳
政
を
讃

え
る
こ
と
を
強
要

0

0

さ
れ
る
地
域
住
民
の
さ
ま
を
描
い
て
い
る
」
と
解
説

し
て
い
る
。
徳
政
の
顕
彰
が
、
媚
び
る
民
衆
と
強
要
す
る
地
方
官
僚
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
画
題
「
徳
政
、何
に
か
在
る
」

は
、
本
書
の
モ
チ
ー
フ
の
よ
う
に
み
え
る
。

本
書
が
扱
う
時
代
は
清
代
で
、
地
方
統
治
の
最
小
単
位
で
あ
る
県
を

治
め
た
知
県
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
そ
の
統
治
の
実
態
を
探
る
。
使
用

す
る
基
本
史
料
は
官か

ん

箴し
ん

書
と
公こ

う

牘と
く

で
あ
る
。
官
箴
書
と
は
文
字
通
り
、

行
政
官
吏
に
向
け
た
箴
言
集
で
あ
る
。
公
牘
と
は
地
方
官
経
験
者
が
編

纂
し
た
公
文
書
の
刊
行
物
で
あ
る
。

本
書
は
、
七
つ
の
章
に
附
章
の
全
八
章
か
ら
成
る
。
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第
一
章
は
本
書
の
タ
イ
ト
ル
と
同
じ
「
赴
任
す
る
知
県
」
で
あ
る
。

　

科
挙
に
合
格
し
た
も
の
の
、
統
治
経
験
が
な
い
知
県
に
と
っ
て
、
実

務
に
必
要
な
知
見
を
得
る
情
報
源
の
一
つ
が
官
箴
書
で
あ
っ
た
。
第
一

章
で
は
官
箴
書
『
福
恵
全
書
』
を
基
本
史
料
と
す
る
。
撰
者
は
黄
六
鴻
。

本
章
で
は
、
任
地
に
赴
く
際
の
知
県
へ
む
け
た
教
訓
と
心
構
え
が
、
い

か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
形
而
上

学
で
は
な
く
、上
司
・
同
僚
・
下
級
官
吏
・
民
衆
と
い
か
に
人
間
関
係
を

つ
く
る
か
、そ
の
驚
く
ほ
ど
具
体
的
か
つ
実
践
的
な
方
法
論
で
あ
っ
た
。

第
二
章
は
「
待
士
法
の
展
開
」。
こ
の
「
士
」
と
は
在
地
有
力
者
の

こ
と
で
あ
る
。
官
箴
書
『
治
譜
』
を
基
本
史
料
と
し
て
、い
か
に
「
士
」

を
遇
す
る
か
を
論
ず
る
。

第
三
章
は
「﹁
衙
蠹
﹂
の
い
み
す
る
も
の
」。
基
本
史
料
は
『
内
閣
大

庫
檔
案
』。「
蠹と

」
と
は
害
虫
で
、「
衙が

蠹と

」
と
は
県
衙
な
ど
に
寄
生
し
て
、

そ
の
本
体
を
滅
ぼ
す
シ
ロ
ア
リ
の
よ
う
な
害
虫
…
…
、
も
ち
ろ
ん
人
間

で
、
胥
役
に
就
く
下
級
役
人
の
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
、「
衙
蠹
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
職
権
を
乱
用
し
賄

賂
や
横
領
な
ど
、
規
律
を
蝕
み
、
統
治
秩
序
を
侵
食
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
衙
蠹
」
の
一
掃
、「
剔て

き

蠹と

」
が
叫
ば
れ
た
。
そ
れ
は
中
央
政

府
の
論
理
で
あ
り
、
実
際
に
は
「
剔
蠹
」
は
難
し
く
、
か
え
っ
て
民
衆

の
災
禍
に
な
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
衙
蠹
」
は
「
獅

子
身
中
の
虫
」
と
し
て
脈
々
と
生
き
延
び
た
と
い
う
。

第
四
章
は
「
地
方
官
の
民
衆
認
識
」。
盧
崇
興
の
公
牘
『
守
禾
日
紀
』

（
乾
興
四
・
一
六
七
八
年
）
が
基
本
史
料
。
使
用
史
料
に
は「
刁
民
」「
刁
徒
」

「
刁
棍
」
と
い
っ
た
「
刁ち

ょ
う」

を
冠
し
た
言
葉
が
頻
見
さ
れ
る
。「
刁
」
は

ず
る
い
、
悪
辣
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
彼
等
は
田
を
食
い
荒
ら
す
害
虫

の
よ
う
に
、
駆
除
の
対
象
と
な
る
。

朱
子
学
は
性
即
理
、
万
人
に
天
理
が
宿
る
性
善
説
で
あ
る
。
性
善
説

に
基
づ
い
て
民
の
父
母
と
し
て
徳
政
を
行
う
。
そ
れ
が
理
想
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、『
守
禾
日
紀
』
で
は
、
良
民
と
悪
民
に
分
け
、
後
者
を
駆

除
せ
ん
こ
と
を
説
く
。
つ
ま
り
、朱
子
学
の
根
本
理
念
で
あ
る
性
善
説
、

性
即
理
と
い
う
建
て
前
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

第
五
章
は
「
清
初
に
お
け
る
浙
江
沿
海
地
方
の
秩
序
形
成
」。
中
国

は
広
い
。
地
域
差
は
大
き
い
。
本
章
で
は
清
朝
の
海
禁
政
策
に
注
目
し
、

沿
海
域
の
う
ち
浙
江
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
。寧
波
に
赴
任
し
た
地
方
官
・

張
星
耀
の
公
牘
『
守
寧
行
知
録
』
な
ど
が
使
用
史
料
で
あ
る
。
浙
江
は

難
治
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
沿
海
域
の
民
衆
を
内
陸
に
強
制

移
住
さ
せ
た
遷
界
令
の
混
乱
と
、「
海
賊
」「
奸
民
」
が
跋
扈
し
、
軍
も

関
与
す
る
沿
海
の
地
域
性
を
論
じ
る
。

第
六
章
は
「
健
訟
の
認
識
と
実
態
」。
江
西
吉
安
府
の
行
政
を
担
当

し
た
張
官
始
の
公
牘
『
守
邦
近
畧
』
か
ら
、
盛
ん
な
訴
訟
ゆ
え
、
こ
れ

も
難
治
と
い
わ
れ
た
江
西
地
域
の
統
治
の
実
態
を
探
る
。

第
七
章
は
「
離
任
す
る
知
県
」。
任
期
を
終
え
て
知
県
が
去
る
様
相
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を
描
く
。
離
別
を
惜
し
ん
で
民
衆
が
「
攀
轅
臥
轍
」、
車
の
轅な

が
え

に
す
が

り
つ
き
、
轍わ

だ
ちに

伏
し
て
慰
留
す
る
。
ま
た
、
徳
政
を
讃
え
た
徳
政
碑
・

功
徳
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
美
談
で
あ
る
。
実
際
は
、
徳
政
を
賞
賛
す
る

こ
と
が
強
要
さ
れ
た
り
、
し
た
た
か
な
民
衆
の
罷

サ
ボ
タ
ー
ジ
ユ

業
の
た
め
、
あ
る
い

は
、
地
方
官
に
よ
る
自
作
自
演
で
あ
っ
た
り
し
た
。

附
章
は
「
清
代
の
公
牘
と
そ
の
利
用
」。
清
代
の
公
牘
の
発
行
主
体

を
省
級
高
官
、
地
府
・
直
隷
州
知
州
、
州
県
官
、
そ
の
他
の
官
僚
に
区

分
し
て
、
全
五
八
種
の
公
牘
に
つ
い
て
解
説
し
、
研
究
状
況
と
展
望
を

示
す
。

3本
書
で
示
さ
れ
た
統
治
現
場
の
実
態

0

0

0

0

0

か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
清
代

中
国
と
近
世
日
本
と
の
差
異
よ
り
も
、
む
し
ろ
相
似
性
で
あ
る
。

天
下
を
統
一
し
た
武
士
団
は
、
戦
闘
集
団
か
ら
転
じ
て
、
治
者
と
し

て
の
相
貌
を
帯
び
て
ゆ
く
。
幕
藩
領
主
は
民
衆
統
治
に
お
い
て
、
民
の

父
母
た
る
儒
学
的
仁
政
を
標
榜
し
た
。
近
世
日
本
に
お
い
て
も
、
中
国

の
官
箴
書
『
牧
民
忠
告
』『
牧
民
心
鑑
』
な
ど
の
「
牧
民
之
書
」
が
領

主
層
に
注
目
さ
れ
、
近
世
中
期
以
降
、
藩
政
改
革
の
書
と
し
て
刊
行
さ

れ
た
り
、
幕
府
に
よ
る
官
版
と
し
て
普
及
し
、
民
衆
上
層
に
ま
で
普
及

し
た
（
拙
著
『
牧
民
の
思
想
』
平
凡
社
選
書
、
二
〇
〇
八
年
参
照
）。

中
国
で
は
地
方
官
を
讃
え
た
徳
政
碑
・
功
徳
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
日

本
で
も
近
世
中
期
以
降
、
幕
府
の
代
官
の
仁
政
を
讃
え
た
顕
彰
碑
や
祠

が
建
て
ら
れ
、
そ
の
数
は
九
〇
以
上
に
及
ぶ
。
藤
田
覚
は
こ
の
現
象
を

「
名
代
官
の
時
代
」
と
呼
ぶ
（『
松
平
定
信
』
中
公
新
書
、
一
九
九
三
年
）。

中
国
で
訴
訟
が
発
達
し
、
そ
れ
に
携
わ
る
プ
ロ
が
出
現
す
る
。
日
本

で
も
公
事
宿
な
ど
の
プ
ロ
が
出
現
し
、
訴
訟
は
増
え
る
。
そ
こ
で
、
中
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外の摩擦に対して、力での対

応が目立ちます。存在感を増

す中国の現状を理解するため

の基本情報を提供します。 
◆動向 
政治、台湾・香港・マカオ・華僑、

対外関係、経済、文化、社会 
◆要覧・統計 
国土と自然、人口、国のしく

み、軍事、少数民族、国民経

済・国民生活、農業、工業、

資源・エネルギー、交通運

輸、対外経済、知的財産権、

労働、暮らし、社会保障・医

療制度、環境問題、NGO・

NPO、教育、宗教ほか 
◆資料 
統計公報、重要文献、主要人

事、2015 年日誌ほか 
※お問い合わせ・ご予約は 

中国研究所事務局まで 
================= 

一 般  

社団法人 中国研究所 
〒112－0012 
東京都文京区大塚6-22-18 
TEL：03-3947-8029 
FAX：03-3947-8039 
e-mail:c-chuken@tcn-catv.ne.jp 
URL:http://www.chuken1946.or.jp 
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国
で
は
調
停
に
よ
る
「
息
訟
」
を
勧
め
訴
訟
を
減
ら
す
。
日
本
で
も
訴

訟
に
至
ら
な
い
よ
う
に
「
内
済
」
を
勧
め
て
い
る
。

中
国
の
地
方
統
治
の
要
は
、
知
県
が
地
元
採
用
の
胥
吏
・
衙
役
、
地

域
の
有
力
者
た
ち
と
、い
か
に
円
滑
な
人
間
関
係
を
結
ぶ
か
に
あ
っ
た
。

日
本
で
も
、
幕
領
の
統
治
は
、
民
間
か
ら
採
用
さ
れ
た
手
代
が
非
常
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
（
高
橋
章
則
『
江
戸
の
転
勤
族
』
平
凡
社
選
書
、

二
〇
〇
七
年
参
照
）。

日
中
の
共
通
性
は
枚
挙
に
暇
が
無
い
。
興
味
深
い
の
は
、
共
通
性
が

浮
き
彫
り
に
な
る
と
同
時
に

0

0

0

0

、
日
中
間
の
違
い
も
は
っ
き
り
し
て
く
る

こ
と
だ
。

日
本
で
普
及
し
た
官
箴
書
『
牧
民
忠
告
』『
牧
民
心
鑑
』
は
元
～
明

初
に
成
立
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
朱
子
学
的
な
理
念
を
説
い
た
規
範
性
が

高
い
書
物
で
あ
る
。
一
方
、
本
書
に
よ
れ
ば
中
国
で
は
一
六
世
紀
以
降

の
官
箴
書
・
公
牘
は
道
徳
規
範
性
よ
り
も
、
実
務
や
対
人
関
係
に
比
重

が
割
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

清
代
中
国
で
は
明
末
清
初
の
儒
学
理
念
を
説
く
官
箴
書
が
後
退
し
て

い
く
の
に
対
し
、
逆
に
日
本
で
は
普
及
し
て
い
く
。
日
本
で
は
兵
農
分

離
に
よ
る
文
書
支
配
、
平
仮
名
と
片
仮
名
の
使
用
に
よ
り
、
民
衆
の
識

字
率
が
高
く
な
り
、
近
世
の
時
代
を
経
る
に
つ
れ
儒
学
思
想
が
民
衆
に

浸
透
す
る
。
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
百
姓
一
揆
で
儒
学
的
な
仁
政
を
要

求
す
る
に
至
る
。

中
国
で
は
知
県
は
皇
帝
の
代
理
だ
が
、
日
本
で
は
郡
奉
行
や
代
官
ら

民
政
官
は
「
御お

手て

長な
が

」、
ち
ょ
う
ど
千
手
観
音
の
手
の
よ
う
に
領
主
の

手
先
を
務
め
る
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
藩
と
い
う
自
立
性
の

高
い
領
域
支
配
と
忠
誠
の
論
理
に
よ
る
。
こ
の
自
立
性
と
仁
政
思
想
に

基
づ
く
諸
大
名
の
「
明
君
」
化
、
す
な
わ
ち
民
衆
に
慈
悲
深
い
儒
学
的

な
領
主
像
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
日
本
に
独
自
で
あ
る
。

本
書
に
よ
り
、
近
世
に
お
け
る
日
中
の
統
治
実
態
の
比
較
は
同
じ
土

俵
の
う
え
で
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。つ
ま
り
、

東
ア
ジ
ア
「
近
世
化
」
論
は
新
た
な
段
階
に
は
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
丁

チ
ヨ
ン
・
ヤ
ギ
ヨ
ン

若
鏽
『
牧
民
心
書
』
を
生
ん
だ
李
朝
の
統
治
現
場
の
実

態
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
「
近
世
化
」
論
を
、
よ

り
い
っ
そ
う
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
統
治
は
制
度
・
機
構
に
尽

き
る
こ
と
の
な
い
、
人
間
が
人
間
を
治
め
る
、
き
わ
め
て
人
間
く
さ
い

ド
ラ
マ
な
の
で
あ
る
。

（
お
が
わ
・
か
ず
な
り　

中
京
大
学
）


